
十九 資産の評価損

改 正 後 改 正 前

（適格分社型分割等に係る期中補修用部品在庫調整勘定の設定等） （新 設）

９－１－６の５ 法人が適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又

は適格事後設立をいう。以下この章において同じ｡)により分割承継法人等

（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この章に

おいて同じ｡)に補修用部品在庫調整勘定の設定の対象となる補修用部品を移

転する場合において、当該移転をする補修用部品について当該適格分社型分

割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に９－１－６の２の定めによ

り繰り入れることができる金額につき補修用部品在庫調整勘定に相当するも

の（以下９－１－６の７までにおいて「期中補修用部品在庫調整勘定」とい

う｡)へ繰り入れたときは、当該繰り入れた金額は当該適格分社型分割等の日

の属する事業年度の損金の額に算入する。

なお、この取扱いは、当該法人が、当該適格分社型分割等の日以後２月以

内に期中補修用部品在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書

類を所轄税務署長へ提出した場合に限り、適用するものとする。

（適格組織再編成に係る補修用部品在庫調整勘定等の引継ぎ） （新 設）

９－１－６の６ 法人が適格組織再編成（適格合併、適格分割、適格現物出資

又は適格事後設立をいう。以下この章において同じ｡)を行った場合には、次

に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、それぞれ次に定める補修用部品在庫

調整勘定の金額又は期中補修用部品在庫調整勘定の金額は、当該適格組織再

編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人

（以下この章において「合併法人等」という｡)に引き継ぐものとする。

(1) 適格合併 ９－１－６の２により当該適格合併の日の前日の属する事業



改 正 後 改 正 前

年度において繰り入れをした補修用部品在庫調整勘定の金額

(2) 適格分割型分割 ９－１－６の２により当該適格分割型分割の日の前日

の属する事業年度において繰り入れをした補修用部品在庫調整勘定の金額

のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する補修用部品在庫

調整勘定の設定の対象となる補修用部品の当該事業年度終了の時における

帳簿価額に対応する部分の金額

(3) 適格分社型分割等 ９－１－６の５により当該適格分社型分割等の日の

属する事業年度において繰り入れをした期中補修用部品在庫調整勘定の金

額

(注) (2)により分割承継法人に引き継いだ金額は、９－１－６の３の適用がな

いのであるから留意する。

（適格組織再編成により引継ぎを受けた補修用部品在庫調整勘定等の益金算入) （新 設）

９－１－６の７ ９－１－６の６により合併法人等が引継ぎを受けた補修用部

品在庫調整勘定の金額又は期中補修用部品在庫調整勘定の金額は、当該合併

法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の益金の額に算入する。

（単行本在庫調整勘定の設定） （単行本在庫調整勘定の設定）

９－１－６の８ …………………………… ９－１－６の５ ……………………………

…………………９－１－６の11まで………………… …………………９－１－６の５…………………

（算式） （算式）

…………………………… ……………………………

(注) …………………………… (注) ……………………………



改 正 後 改 正 前

（単行本在庫調整勘定の金額の益金算入） （単行本在庫調整勘定の金額の益金算入）

９－１－６の９ …………………………… ９－１－６の６ ……………………………

（単行本在庫調整勘定の明細書の添付） （単行本在庫調整勘定の明細書の添付）

９－１－６の10 …………………………… ９－１－６の７ ……………………………

（適格組織再編成に係る単行本在庫調整勘定の設定等） （新 設）

９－１－６の11 ９－１－６の５から９－１－６の７までの取扱いは、法人が

適格分社型分割等により分割承継法人等に売れ残り単行本を移転する場合及

び適格組織再編成により合併法人等に単行本在庫調整勘定を引き継ぐ場合に

ついてそれぞれ準用する。

（上場有価証券等以外の株式の価額） （上場有価証券等以外の株式の価額）

９－１－13 …………………………… ９－１－13 ……………………………

(1) …………………………… (1) ……………………………

(2) …………………証券取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を (2) …………………証券取引所が大蔵大臣に対して株式の上場の承認申請を

行う………………… 行う…………………

(3) …………………………… (3) ……………………………

(4) …………………………… (4) ……………………………


